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産
業
建
設
常
任
委
員
会
（
１２
月
１４
日
）

問

議
案
第
84
号「
小
城
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
」

芦
刈
町
中
村
の
有
明
海
沿
岸
道
路
側
道
は
、
延
長
が
１
６

７
・
１
ｍ
と
い
う
こ
と
だ
が
幅
員
は
い
く
ら
か
。
ま
た
、

県
の
道
路
、
再
編
計
画
に
伴
う
も
の
な
の
か
。
道
路
の
構

造
、
舗
装
構
成
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

答

幅
員
は
５
ｍ
、
県
の
道
路
再
編
計
画
と
は
関
係
な

い
。
舗
装
構
成
に
つ
い
て
は
舗
装
が
５
㎝
、
粒
調
砕
石
が

１０
㎝
、
ク
ラ
ッ
シ
ャ
ー
ラ
ン
が
１5
㎝
と
な
っ
て
い
る
。

問

議
案
第
87
号
「
平
成
28
年
度
小
城
市
下
水
道
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
3
号
）」
の
集
団
整
備
事
業
の
汚
泥

処
理
に
つ
い
て
、
ど
こ
の
処
理
区
の
汚
泥
を
集
め
て
い
る

の
か
。
ま
た
、
年
何
回
ぐ
ら
い
集
め
て
ど
の
よ
う
な
方
法

で
処
理
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答

小
城
市
内
の
処
理
場
で
清
水
以
外
の
施
設
は
集
団

整
備
事
業
で
行
っ
て
い
る
。
汚
泥
は
全
て
の
施
設
で
毎

月
処
理
し
て
い

る
。
集
落
排
水

事
業
で
の
汚
泥

は
一
般
廃
棄
物

と
し
て
有
田
町

の
業
者
に
搬
出

し
、
公
共
下
水

道
施
設
の
三
日

月
、
牛
津
、
芦

刈
分
は
産
業
廃

棄
物
と
し
て
多

久
市
の
業
者
に

搬
出
し
て
い
る
。
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文
教
厚
生
常
任
委
員
会
（
１２
月
１５
日
）

問

小
城
市
子
ど
も
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
お
い
て
、
こ
の
事
業
の
市
民

へ
の
啓
発
方
法
は
。

答

全
助
成
対
象
者
へ
制
度
改
正
の
周
知
と
、
未
登
録

者
の
世
帯
は
申
請
手
続
き
の
案
内
を
行
う
。
登
録
済
み
の

世
帯
で
も
健
康
保
険
の
変
更
の
有
無
を
確
認
し
て
、
３
月

に
受
給
資
格
証
を
全
対
象
者
に
発
送
す
る
。

問

平
成
28
年
度
小
城
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
6

号
）
の
介
護
給
付
費
・
訓
練
等
給
付
費
支
給
事
業
に
つ
い

て
、
当
初
予
算
の
段
階
で
把
握
で
き
な
か
っ
た
の
か
。

答

当
初
予
算
で
も
５
千
万
円
増
額
し
て
い
た
が
、
放

課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
所
が
２
件
だ
っ
た
の
が
、

平
成
２8
年
度
に
新
た
に
５
事
業
所
が
で
き
て
、
利
用
者
が

大
幅
に
増
加
し
た
こ
と
が
大
き
な
原
因
で
あ
る
。

総
務
常
任
委
員
会
（
１２
月
１3
日
）

問

議
案
第
79
号
「
小
城
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
い
て

要
介
護
者
の
定
義
の
中
で
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配
偶
者

の
父
母
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
者
と
あ
る
が
、
同
居
要
件

が
あ
る
の
か
。
ま
た
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ

る
も
の
と
は
ど
う
い
う
状
況
を
指
す
の
か
。

答

父
母
、
子
及
び
配
偶
者
の
父
母
は
同
居
に
関
わ
ら

ず
対
象
と
な
り
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
及
び
孫
が
同
居
要

件
が
あ
る
。

　

日
常
生
活
を
営
む
上
で
支
障
が
あ
る
者
と
は
食
事
、
排

せ
つ
や
入
浴
あ
る
い
は
歩
行
等
が
困
難
な
状
態
で
、
一
人

で
生
活
す
る
う
え
で
何
ら
か
の
困
難
が
あ
る
者
を
い
う
。

問

議
案
第
85
号
「
小
城
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

6
号
）」
で
軽
自
動
車
税
の
当
初
予
算
編
成
時
の
台
数
と

今
回
の
補
正
予
算
の
時
点
で
の
台
数
の
違
い
は
。

答

主
な
内
容
は
、
新
規
登
録
か
ら
１3
年
を
経
過
し
た

重
課
税
の
対
象
と
な
る
軽
自
動
車
に
つ
い
て
、
当
初
予
算

作
成
の
時
に
は
最
初
に
登
録
さ
れ
た
年
度
の
情
報
を
市
で

は
管
理
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
従
来
の
税
額
で
算
定
を

行
っ
て
お
り
、
そ
の
後
、
重
課
税
の
算
定
に
必
要
な
情
報

を
国
か
ら
も
ら
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
分
を
踏
ま
え
て
今

回
補
正
を
行
っ
た
。
自
家
用
乗
用
で
2
，０
９
１
台
、
自

家
用
貨
物
で
１
，７
０
０
台
が
今
回
新
た
に
重
課
税
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
。

※�

重
課
税
と
は
…
経
年
車
重
課

　

 

グ
リ
ー
ン
化
（
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
た
め
の

施
策
）
を
進
め
る
観
点
か
ら
、
最
初
の
新
規
検
査
か
ら
１3

年
を
経
過
し
た
軽
四
輪
車
等
に
つ
い
て
、
平
成
２8
年
度

分
か
ら
、
当
該
車
両
に
係
る
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
概
ね

２０
％
税
率
が
上
乗
せ
さ
れ
た
。

　12月９日の本会議において、各常任委
員会に付託された議案審査は、慎重な審
査の結果、全議案について可決した。

▲︎就労訓練風景

▲︎汚泥脱水中の移動処理車

常
任
委
員
会
報
告


